
平成２５年度生駒市土地開発公社第２回臨時理事会会議録 
 

 

１ 日 時  平成２５年９月６日（金） 午前１０時００分～午前１１時００分 

 

２ 場 所  生駒市役所 ４０１会議室 

 

３ 理事の定数及び現在数  定数 １０名以内  現在数 ７名 

 

４ 監事の定数及び現在数  定数  ２名以内  現在数 １名 

 

５ 出席役員  理事 小紫 雅史、稲葉 明彦、中田 好昭、今井 正徳、峯島 妙 

  出席者 ５名 

監事 松山 治幸  出席者 １名 

 

６ 欠席役員  理事 奥谷 長嗣、山本 昇  欠席者 ２名 

 

７ 説明のため出席した職員  事務局次長 増田 剛一、西川 芳幸、事務局次長補佐 岡田 敬、 

牧井 望、伊藤 満美子 

 

８ 開 会  過半数以上の理事の出席により、理事会は成立 

 

９ 議事録署名理事指名  中田理事、今井理事 

 

１０ 審議事項  議案第５号 東生駒会社寮跡地利活用事業に係る事業実施候補者の決定について 

 

１１ 審議内容 

議案第５号  東生駒会社寮跡地利活用事業に係る事業実施候補者の決定について質疑応答の

結果、原案のとおり可決された。 

 



（主な質疑等） 

松山監事： ㈱関西ケーズデンキが誘致されるのは確実か。 

事 務 局 ： 確実に㈱関西ケーズデンキが誘致されます。 

松山監事： ２社から応募があったということだが、もう１社は食品スーパーか。 

事 務 局 ： 食品スーパーです。 

松山監事： 東生駒会社寮跡地利活用事業候補者審査委員会において、業種についての検討はさ

れたのか。家電量販店より食品スーパーの方が地域にとっては良いのではないか。 

今井理事： 審査委員会において、業種による優劣の差は見受けられなかった。家電量販店の提

案の方が周辺交通環境への影響の緩和等に配慮した計画であったため選定された。 

松山監事： 地元住民に対して、家電量販店だけではなく食品スーパーからも応募があったこと

は公開するのか。 

今井理事： 地元説明会を開催し、家電量販店の事業内容について説明する予定である。食品ス

ーパーからも応募があったことは公開するが、選定されなかった提案内容については

詳しく説明する必要はないと考えている。 

松山監事： Ｋカンパニー㈱が土地建物を所有し、㈱関西ケーズデンキに賃貸するということだ

が、７年間事業を継続できるのか。 

今井理事： 今回の事業実施にあたっては、㈱関西ケーズデンキがＫカンパニー㈱に建設協力金

を預託することになっている。㈱関西ケーズデンキがＫカンパニー㈱との賃貸借契約

を解除する場合は、建設協力金の債権を放棄することになっており、㈱関西ケーズデ

ンキが撤退することは考えにくい。 

松山監事： ケーズデンキの看板は赤色だが、生駒市の景観に配慮したものに変更は可能か。 

今井理事： 生駒市景観条例の規定に基づき協議することになるが、ご協力いただけると考えて

いる。 

松山監事： Ｋカンパニー㈱から提出された資金計画は、利益率、採算性が高いものと感じるが、

この点について審査委員会で議論はあったか。 

今井理事： 特に議論はなかった。 

中田理事： 現在のケーズデンキ生駒南店が東生駒に移転されるのか。 

今井理事： 生駒南店の閉店を前提とした計画ではないとのことであった。 

松山監事： 平成２５年度の固定資産税・都市計画税の内、物件引渡し後の公租公課については

支払ってもらうのか。 



事 務 局 ： 東生駒会社寮跡地利活用事業に係る土地利活用計画提案要領に基づき支払って

いただきます。なお、提案要領には事業実施候補者の決定に際し、条件が付与され

ることがある旨記載しており、東生駒会社寮跡地利活用事業候補者審査委員会から

提出された附帯意見を契約締結時の条件としてＫカンパニー㈱に通知してよろしい

でしょうか。 

小紫理事長： 審査委員会からの附帯意見は隣地の借地が確実でないと事業実施できないとい

うことか。 

事 務 局 ： そうです。Ｋカンパニー㈱の提案は隣地の借地を前提としているため、隣地から

借地できない場合は事業実施できなくなる可能性があります。 

小紫理事長： それでは、隣地との賃貸借契約が確実に認められる書類の提出を土地開発公社と

Ｋカンパニー㈱との間の売買契約の締結の条件とするのでよろしいか。 

各 理 事 ： 了承 

 

１２ その他  

稲葉常務理事： 東生駒会社寮跡地について、市民オンブズマン代表者から一部の理事に対して

当該土地の特定土地決定の経緯は違法な処理である旨の要請書が提出されてい

るが、このことを理事会として情報共有する必要があるので、事務局から説明願

いたい。 

事務局： 事務局に対しても要請書が提出され、意見について記録して欲しいと要望があったた

め、要望等記録票兼報告書に記録しました。市民オンブズマン代表者は土地の取得時に

手続き上の不正行為があったため当該土地を特定土地として認められないと主張されま

すが、平成２２年３月の奈良地方裁判所の判決において当該土地を取得する必要性及び

その取得価格の相当性が認められています。特定土地とは土地開発公社の資産上の区分

の名称であり、当該土地の取得時から資産上の区分を公有用地としていたものを、売却

手続きを進めるうえで土地開発公社経理基準要綱に基づき特定土地として変更している

旨、これまで何度も口頭で説明しています。 

 

 

 

 




